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玉名都市計画道路見直しに係る住民説明会並びに 

パブリック・コメントの結果について 

 

〇住民説明会 

・開催日時    ：令和４年８月２５日（木） 

第１回 １４時から 

第２回 １９時から 

・開催場所    ：玉名市民会館会議棟 第１会議室 

 

〇パブリック・コメント 

・募集期間    ：令和４年８月８日（月）から令和４年９月９日（金）まで 

 

＜質疑応答＞ 

番

号 

ご意見の概要 意見に対する市の考え方 政策案の修正内容 

1 都市計画道路の見直しについて、社

会情勢の変化に対応した素案を取り

まとめられており、「第 2 次玉名市総

合計画」及び「第 2期玉名市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」と一体的に、

人口減少対策、地方創生にも取り組ん

でおられることに共感し、その推進と

実現に大きく期待します。 

 

都市計画道路の見直しに対して

ご理解とご期待の声をいただき、あ

りがとうございます。今後とも住み

やすい玉名市を目指して計画を進

めて参ります。 

修正なし 

2 今回の廃止の理由に「臨海工業都市

としての計画が停滞し、交通輸送機能

を確保する機能・役割といった必要性

が低下したから」とあります。市街地

内の路線がこれらの交通輸送機能を

確保するためだけの計画道路だった

とは思えません。臨海工業地帯の計画

の停滞が理由とするには時間がたち

すぎていると感じます。平成 19 年度

の見直しではどのように評価されて

いたのでしょうか。計画決定から 47

年、59 年、71 年経過と塩漬けの路線

は、以前の見直しで検討、廃止すべき

であったと考えます。 

 

当時は臨海工業地帯の建設の中

で、本市においても宅地造成等が図

られ、市街地の交通の円滑化を図る

必要があると考えられておりまし

た。建設計画の停滞に伴い、これら

の必要性も薄れたと判断しており

ます。理由書に宅地造成の件の記載

が漏れておりましたので修正いた

します。 

 平成 19 年の見直しの際にも今回

と同じ検討を実施しておりますが、

当時は現在と異なり、将来交通量が

見込まれていたことなどから、整備

が必要であるとの判断をし、存続路

線としておりました。その後、国道

208 号バイパスや立願寺横町線が整

備されたことにより、市内の道路ネ

ットワークが改善されました。これ

らの要因などから、今回の見直しで

は既存道路による道路機能の代替

が可能となったと判断し廃止とし

ております。 

 

廃止理由の一文

を、「臨海工業都市

発展のための交通

輸送を目的とした

都市基盤施設とし

て計画された路

線」から「臨海工業

都市発展のため、

これに適応する宅

地造成と交通の円

滑化を目的とした

都市基盤施設とし

て計画された路

線」に修正する。 
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番

号 

ご意見の概要 意見に対する市の考え方 政策案の修正内容 

3 道路の持つ機能は交通輸送機能だ

けでなく、災害時の防災機能や土地利

用を促進する機能などもあります。今

回の見直しでは、自動車の通過交通量

だけで路線の機能や必要性を論じて

いるように感じます。単に廃止とする

のではなく、市街地の街路整備とし

て、市街地形成機能、空間機能を重視

して、計画幅員を狭くしたり、狭い既

存道路を少し整備してやってもいい

と思います。特に玉名町小学校の近く

にある 3・5・6 後田横町線について

は、既存道路（別紙図３を参照）が狭

く歩道もなく、車両の離合もままなら

ない状態です。通学路として利用され

ていますが、歩行者や生活する人々が

危険にさらされています。都市計画道

路を廃止した後の歩道整備や道路拡

幅の計画はあるのでしょうか。 

廃止路線の検討の中で、まちづく

りや歩行者への影響については、ス

テップ 2の「都市活動への支援」や

「生活環境を向上」の中で検討して

おります。ステップ 3では道路を廃

止した場合の周辺環境への影響を

検討しております。 

今回廃止の路線につきましては、

既存道路や計画道路により道路機

能が代替されると判断し、廃止路線

とさせていただきました。 

なお、街中の区画道路につきまし

ては、生活道路として今後も継続的

に整備修繕を行って参ります。この

なかで、4ｍ未満の狭小道路につき

ましては、地権者からの要望に応

じ、市が助成を行いながら道路を広

げる取り組みも行っております。今

後、この取り組みを拡充し、地権者

の合意に基づきながら歩行空間を

確保する制度の確立を目指し検討

して参ります。 

 

修正なし 

4 桃田運動公園のそばの県道 1 号線

から菊池川を橋梁で横断し、繁根木川

に沿って旧国道 208 号の県道交差点

にある信号までの区間を整備すると

非常に役立つのではないかと思いま

す。（別紙図４を参照） 

 

玉名市では廃止路線の検討とと

もに将来を見据えた道路ネットワ

ークを構築するため、新規路線の検

討にも着手しております。ご指摘い

ただいた路線につきましても、新規

路線とともに検討して参ります。 

修正なし 

5 3.4.13 高瀬大橋中線の廃止区間の

代替路として、存続区間の起点交差部

から小浜繁根木線と玉名駅下町線を

経由し、旧市役所跡地の横を通り県道

寺田岱明線（旧国道 208 号）まで接続

する区間（別紙参考図５を参照）を都

市計画道路とし、右折車線の設置や歩

道の整備を検討できないでしょうか。

繁根木川沿いの旧市役所の横の道路

が頻繁に渋滞が発生しています。当該

地には行政機関の施設や市民施設も

集約しており、周辺地域からの交通の

利便性や、歩道整備による繁根木川の

水辺空間や都市景観の向上が図られ

ると思います。 

ご指摘いただいた路線につきま

しては、以前から渋滞緩和について

ご要望をいただいていた区間でご

ざいますので、新規路線とともに継

続して検討して参ります。 

修正なし 
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番

号 

ご意見の概要 意見に対する市の考え方 政策案の修正内容 

6 高瀬大橋中線の専修大学玉名高校

付近から岱明玉名線までの区間（別紙

図６を参照）については都市計画道路と

して延伸されないのでしょうか。 

 

 

玉名市では廃止路線の検討とと

もに将来を見据えた道路ネットワ

ークを構築するため、新規路線の検

討にも着手しております。ご指摘い

ただいた路線につきましても、新規

路線とともに検討して参ります。 

修正なし 

7 3・5・5 号前田東線は未整備であり、

3・5・9号玉名駅下町線の吉田外科医

院付近から繁根木川錦橋の区間は旧

態依然の道路であり未整備区間とな

っています。これらの路線は今回の見

直しで存続となっていますが、将来の

見直し時に廃止対象とならないよう、

存続路線が順次着手されることを期

待します。（別紙図７を参照） 

 

今回の見直しで存続となった路

線につきましては、本市の他の政策

等と照らし合わせながら、優先順位

を設け、順次整備を進めて参りま

す。 

修正なし 

8 玉名市は、市街地を通過して中山間

を結ぶ路線や市街地を南北方向への

通過・迂回する交通機能が脆弱ですの

で、市の都市計画道路を検討する場合

には、その周辺域も考慮し、既存または

整備予定の県道玉名立花線等主要幹

線道路も併せて記載した計画図で広域

幹線道路、あるいは接続の検討を示す

ことも必要だと思います。将来の玉名市

のまちづくり計画にもっと重点を置き、地

域内外の暮らし、経済の交通網やまち

づくり視点の空間づくりに夢を描かれる

ことを望みます。 

今回の見直しの資料では、廃止路

線を見やすくするため、玉名市街地

を拡大した図面を用いております。

ただし、検討段階では、玉名市内外

の道路網を含めて必要性の評価を

行っており、特にステップ 2では、

広域的なネットワーク図を作成し

（別紙図８を参照）、県全域におけ

る広域交通処理機能やインターへ

のアクセス機能等を広域的な視点

で評価しております。 

今後も、玉名市の上位関連計画等

と連携をとりながら、市民の皆様が

安心安全に暮らせる住みやすい玉

名市を目指してまちづくりを進め

て参ります。 

 

 

修正なし 

9 豊水方面から小島橋を通り JR 玉名駅

と接続する部分を高架化し、駅の北側と

南側を結ぶことで、土地を有効に活用

でき、車の流動もよくなり、街が発展する

と思います。（別紙図９を参照） 

玉名駅の南北を繋ぐ路線につい

ては、渋滞の緩和やにぎわいの創出

等の観点から、重要であると考えて

おります。今回改定を行う、都市計

画マスタープランの中でも今後の

方向性として「玉名駅周辺の交通結

節機能の向上」を掲げており、新規

路線として継続して検討して参り

ます。 

 

 

修正なし 
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番

号 

ご意見の概要 意見に対する市の考え方 政策案の修正内容 

10 今回説明のあった都市計画道路の廃

止路線が現在行われている「玉名市都

市計画道路マスタープランの見直し」の

資料では存続路線として記載されてい

ます。整合は取れているのでしょうか。 

今回の説明会での廃止路線は、廃

止候補路線となります。説明会およ

びパブリックコメントが終了した

後に、廃止の手続きを開始するた

め、現時点では都市計画マスタープ

ランには掲載されております。今後

廃止手続きが完了した後に、削除す

る予定としております。 

 

修正なし 

11 補足説明資料 P13 では前田東線の

路線番号は 3・5・5 と書いてありますが、

見直し素案の総括図では 3・4・5 と書い

てあります。どちらが正しいのでしょう

か。 

 

ご指摘の件につきまして、正しく

は 3・5・5となります。資料を修正

させていただきたいと思います。 

見直し素案にお

ける前田東線の路

線番号を「3・4・5」

から「3・5・5」に

修正する。 
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別紙 

 

別紙図３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙図４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙図５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画道路 後田横町線 

玉名町小 
玉名 

女子高 

ご意見いただいた路線 

位置図 

ご意見いただいた路線 

位置図 

N 

位置図 

ご意見いただいた路線 

桃田運動公園 

N 
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別紙 

 

別紙図６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙図７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙図９ 

 

別紙図８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広域ネットワーク図 

専修大学 
玉名高校 
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別紙 

 

別紙図９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

位置図 
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